
ｊ対　　象

ｊ申込方法

ｊ無料相談受付中
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そうなる前に、一度ご相談ください。

事業承継は、準備をはじめてから5 年、10年かかると言われています。

国でも、事業承継税制(特例措置)の創設など支援の拡充を図っていま

すが、相続税、贈与税の納税猶予等の適用を受けるには、令和６年3 月

までに｢特例承継計画｣を県に提出し、確認を受けることが必要です。下

関商工会議所では、専門家や関係機関と連携して様々なご相談を受付

けています。まずは、お気軽にご相談ください。

回 いつかはと思っているが、何から始めたらよいかわからない

回 後継者候補が、どう考えているのか聞きにくい

97 事業をこのまま続けて良いか迷っている

邨 世代交代を機に、新しいことに挑戦したい

ｙl贈与税や相続税が心配。事業承継税制(特例措置)について聞いてみたい 等

８時30 分～17 時15 分(土日祝日除く) ※1回の相談時間は、２時間以内です。

下関商工会議所(下関市南部町21-19 2F)

※訪問、オンライン等のご希望がありましたらご相談ください。

下関市内で事業承継を考えておられる事業主

申込書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。

相談日時等、調整させていただきます。

《お問い合わせ先》

下関商工会議所 中小企業振興部(担当:森本)

〒750-8513　下関市南部町21-19　TEL(083)222-3333　FAX(083)222-4094
E-ma11 : stａrt＠sｈｉｍｏｎｏseki.ｃｃｉ.０r.Jp

山口県　創業・事業承継専門家派遣事業
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下関商工会議所

からのご連絡
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希望連絡方法
本所からのご希望の連絡方法を以下の口にチェックしてください。

口ｏ 固定電話へのご連絡　口＠ 携帯電話へのご連絡　口＠メールでのご連絡

事業内容
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笛＝者承疵
七]相手先あり 七]譲渡希望

口ほ普回忌疵 口鍋抜1大l承疵 口子の柚
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具体的な相談内容についてご記入ください。

※ご記入いただいた情報、相談内容は秘密情報として厳重に管理いたします。(秘密厳守)

なお、必要に応じて外部専門家(弁護士･公認会計士等)および国･県関連機関等と情報共有する場合があります。

下 関 商 工 会 議 所
〒750-8513　下関市南部町21-19　TEL(083)222-3333　FAX(083)222-4094

E-ma11 : stａrt＠sｈｉｍｏｎｏseki.cci.０｢･Jp
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